
 
令和４年４月１５日 

消 防 庁 

 

「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン」の改定 
 

 

消防庁では、建物火災へ屋内進入する消防隊員が、より安全に消火活動を行うため

の個人防火装備に求められる機能及び性能を示すことを目的として、ISO規格等の基準

を基礎とした「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン」（以下「ガイドライン」

という。）を平成 23年 5月に策定し、平成 29年 3月に改定しました。 

今回、前回の改定以降に新たな ISO規格等（活動服、保守等に関するガイダンス等）

の出版及び改定が行われたことから、ガイドラインの改定を検討するための検討会を

開催し、報告書がとりまとめられました。 

また、当該報告書を踏まえ、ガイドラインを改定しました。 

  

別添資料 

・消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン改定内容【概要】 

 

 

■ 検討会報告書及びガイドラインは、消防庁ホームページに掲載しています。 

  

・「消防隊員用個人防火装備に係るガイドラインの見直しに関する検討会」報告書 

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-104/04/houkokusyo.pdf 

 ・消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン（令和４年３月改定） 

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-104/04/r4_guideline.pdf 

 

 

 

 

 
 

（連絡先） 

消防庁 消防・救急課 

担当：池田補佐、平田係長、鷹羽事務官 

電話：03-5253-7522（直通） 

FAX ：03-5253-7532 
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消防庁では、建物火災へ屋内進入する消防隊員が、より安全に消火活動を行うための
個人防火装備に求められる機能及び性能を示すことを目的として、ISO規格等の基準を基
礎とした「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン」（以下「ガイドライン」とい
う。）を平成23年5月に策定し、平成29年3月に改定しました。
今回、前回の改定以降にISO規格（活動服、保守等に関するガイダンス等）が新たに出

版及び改定が行われたことから、ガイドラインの改定を検討するための検討会を開催し、
報告書がとりまとめられました。
また、当該報告書を踏まえ、ガイドラインを改定しました。

消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン改定内容【概要】

１ 趣旨

資料

（１）活動服
「防火服＋活動服」の組み合わせにより、ガイドラインの性能要求を満たす際の活
動服は「ISO 21942:2019 レベル2」を概ねの基準とした性能要求として、新たに対
象として追加した。
※ ISO:21942:2019「消防隊員用ステーションユニフォーム」

（２）防火服
各消防本部の戦術等に応じた装備の選択が行えるようにするため、防火服は①

「単体」もしくは②「防火服＋活動服」の組み合わせにより、ガイドラインの性
能要求を満たすものを新たな対象として追加した。
前述②の防火服は、「ISO 11613:2017」を概ねの基準とした性能要求とした。

※ISO 11613:2017「建物の消火に伴う支援活動に携わる消防隊員の消防活動用個人
装備の試験方法と要求事項」

（３）防火手袋
防火手袋は装備の構造上、手掌部、手背部、指先部により生地構成が異なる場合

がある。防火手袋としての防護性能を有するためには、生地構成が異なる各部にお
いて試験を実施し、全ての部位において性能要求を満たす必要があることから、試
験条件を「手掌部、手背部、指先部により生地構成が異なる場合は、各部で試験実
施」に修正した。

（４）防火靴
防火靴の性能試験はISOによる試験規格を採用していたが、試験内容によっては国

内試験機関では対応困難なものが見られた。同種のJISによる試験規格であれば、国
内試験機関においても対応が可能となることから、既存のISO試験規格と同等とする
ことが可能なJIS試験規格を、選択肢として加えることにした。

２ 主な見直し項目



（１）個人防火装備の主な構成
① 防火服

原則、上衣とズボンで構成されたセパレート型
とする。

② 活動服
防火服と同様に上衣とズボンで構成されたセパ

レート型とし、防火服とともに着用する。
③ 防火手袋

手掌側、手背側ともに防火服と同様の耐炎及び
耐熱性能を有し、手掌側には、滑り止め措置。

④ 防火帽
本体（帽体、着装体、あごひもをいう）、フェ

イスシールド及びしころを原則として、頭部及び
頸部を覆うことができるものとする。

⑤ 防火靴
踏抜き防止のため、表底と中底の間に踏抜き防止板を入れる。

また、つま先には先芯を設け、重量物の落下等からつま先を保護する。
⑥ 防火フード

頭部と頸部の露出部を保護する繊維素材から構成する。

（２）個人防火装備に求められる主な性能及び性能試験方法
① 性能
・耐炎・耐熱性能（耐炎性、耐熱性、熱伝達性等）
・機械的強度性能（引張抵抗、引裂抵抗、突刺し抵抗、耐踏抜き性、耐貫通性等)
・その他の性能 （防水性、耐化学薬品性、快適性、静電気帯電防止性等）

② 性能試験方法
ISO又はJIS等に規定する試験方法に従って行うものとする。

（３）ガイドラインの活用
① 消防隊員は、個人防火装備の持つ機能及び性能を教育訓練等で理解した上で、
十分な安全管理体制のもと、消火活動を実施する必要がある。

② ガイドラインは、消火活動を実施する上で安全上必要と思われる一定の性能を
示すことを目的として作成しており、あらゆる火災等に対応可能な個人防火装備
の性能を示しているものではないことから、各消防本部は、地域特性、消防戦術
等を考慮し、ガイドラインを参考とし、個人防火装備の仕様について検討を行う
必要がある。

【参考】 ガイドラインの概要
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